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島根県病院局職員就業規程（平成��年島根県病院局管理規程第�号）の一部を次のように改正する。

平成��年�月��日

島根県病院事業管理者 中 川 正 久

第��条に次のただし書を加える。

ただし、病院の都合等により、この期間内に受けることが困難と管理者が認める場合は、この限りでない。
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この規程は、平成��年��月	日から施行する。
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島根県病院局職員の就業規程の一部改正 （病 院 局）
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平成��年�月��日（金)
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（毎週火・金曜日発行）
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